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　「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進
するための法律の整備に関する法律案」（医療・介護
制度改正の一括法案）が，第186回通常国会において
平成26年6月18日に成立し，6月25日に公布された．
この一括法案の中には，医療従事者の業務範囲および
業務の実施体制の見直しとして「診療放射線技師法」
も含まれている．
　今回の診療放射線技師法の改正には，診療放射線技
師が実施する検査に伴い必要となるCT，MRI検査時
の造影剤の血管内投与，投与後の抜針・止血の行為，下
部消化管検査時などの肛門からのカテーテルの挿入な
どについて，診療の補助として医師の指示を受けて行
うものとし，業務範囲に追加される．また診療放射線
技師が，病院又は診療所以外の場所において，健康診
断として胸部エックス線撮影のみを行う場合に限り，
医師又は歯科医師の立会いを求めないとされた．そし
て核医学診断装置については，これまで法的に診療放
射線技師の業務として明確になっていなかったが，技
師法第24条第2項の業務等に追加された．
　この中で「核医学診断装置」を用いた検査の追記，
ならびに健康診断として胸部エックス線撮影時の医師
の立会いを求めないという改正は，「公布日」が施行日
（平成26年6月25日）となっている．
　診療放射線技師の業務拡大については，平成22年4

月30日付厚生労働省医政局長通知「医療スタッフの協
働・連携によるチーム医療の推進の観点から①画像診

断等における読影の補助②放射線検査等に関する説
明・相談─が現行制度の下で実施する業務として挙
げられた．その後，厚労省「チーム医療推進会議」の
中で，看護師の特定医行為の問題，各専門職種の業務
拡大が審議された．
　本会では，チーム医療問題検討委員会を立ち上げ，
平成23年の1月から3月にかけて全国的な業務実態
調査を行った．このアンケート結果に基づき，厚労省
の中に「診療放射線技師に関するワーキンググループ」
が設置された．その結果がチーム医療推進会議で審議
され，さらに社会保障審議会医療部会（平成23年12

月22日開催）で取りまとめられた．それはCT，MRI

検査時の自動造影剤注入装置による造影剤の投与，検
査終了時の抜針・止血，下部消化管におけるネラトン
チューブの挿入，造影剤・空気等の注入であった．そ
の後のチーム医療推進会議において，画像誘導放射線
治療（IGRT）時の肛門へのカテーテルの挿入，空気
の吸引が検査関連行為が追加され，さらに核医学関連
機器を使った検査が法的に明確になった．また診療放
射線技師法第26条第2項の関係であるが，エックス線
検診車における胸部の健診において，医師の立会いが
必要でないことが第36回社会保障審議会医療部会（平
成25年11月22日開催）で取りまとめられた．これら
の診療放射線技師法改正については，医療と介護の一
括法案として，平成26年2月12日に第186回通常国
会に提出されるに至ったものである．

JART Special
M o n t h l y

特　集

第186回通常国会において
診療放射線技師法が
改正される！
（平成26年6月25日公布，平成27年4月1日施行）
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技師法第24条第2項の（1）についての改正

1．技師法第24条第2項の（1）の装置として，新たに
「政令」に「核医学診断装置」が追加され①磁気共鳴
画像診断装置②超音波診断装置③眼底写真撮影装
置（散瞳薬を投与した者の眼底を撮影するものを除
く．）④核医学診断装置─の四つの装置となった．

技師法第24条第2項の（2）についての改正

2．技師法第24条第2項の（2）関係の診療の補助とし
て行える行為は，省令で定められる．以下の行為が
検査に関連する行為として，業務範囲に加わること
となる．（平成27年4月1日施行）

　①造影剤の血管内投与に関する業務
　（i）CT検査，MRI検査等において医師又は看護
師により確保された静脈路に造影剤を接続す
ること及び造影剤自動注入器を用いた造影剤
投与を行うこと．

　（ii）造影剤投与終了後の静脈路の抜針及び止血を
行うこと．

　②下部消化管検査に関する業務
　（i）下部消化管検査に際して，カテーテル挿入部
（肛門）を確認の上，肛門よりカテーテルを挿
入すること．

　（ii）肛門より挿入したカテーテルより，造影剤及
び空気の注入を行うこと．

　③ 画像誘導放射線治療（image-guided radiother-

apy : IGRT）に関する業務
　（i）画像誘導放射線治療に際して，カテーテル挿
入部（肛門）を確認の上，肛門よりカテーテル
を挿入すること．

　（ii）肛門より挿入したカテーテルより，空気の吸
引を行うこと．

技師法第26条第2項についての改正

　診療放射線技師が，病院又は診療所以外の場所で，
多数の者の健康診断を一時に行う場合において，胸部
エックス線検査（コンピュータ断層撮影装置を用いた
検査を除く．）その他の厚生労働省令で定める検査のた
め，100万電子ボルト未満のエネルギーを有するエッ
クス線を照射する場合は，医師又は歯科医師の立会い
がなくても実施できるものとされた．

検査に関連する行為を行う際の教育について

　検査に関連する行為を実施する場合の条件として，
社会保障審議会医療部会で「教育内容等の見直し」が
求められた．
①関係法令・通知などを改正し，検査等関連行為を安
全かつ適切に行うために必要な教育内容を現行の
教育内容に配慮しつつ追加する必要がある．
②既に診療放射線技師の資格を取得しているものにつ
いて，医療現場において検査等関連行為を実施する
際には，医療機関や職能団体等が実施する教育・研
修を受けるよう促すことで教育内容を担保する必
要がある．

以上2点が示された．
　本会では②の指摘を受け，現在，「静脈注射（針刺
しを除く）講習会」ならびに「注腸検査統一講習会」
を開講しているところである．
　今後，厚労省内の「業務拡大に伴う教育に関する検
討会」より，「診療放射線技師の教育内容についての提
案」が出されるが，本会としてもこの提案に沿った研
修会の整備を行うこととなるだろう．

胸部検診業務において医師の立会いがない場合の条件

　今回の診療放射線技師法の一部の改正に伴い「がん
予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」が
改正され，平成26年6月25日付健康局長通知が出さ
れた．この指針の中で，胸部エックス線撮影の際に医
師の立会いがなく実施する場合は，以下の点を遵守す
る必要がある．
①検診の実施に関し，事前に胸部エックス線写真撮影
を行う診療放射線技師に対して指示をする責任医
師及び緊急時や必要時に対応する医師などを明示
した計画書を作成し，市町村に提出する．なお，市
町村が自ら検診を実施する場合には，当該計画書を
自ら作成し，保存する．
②緊急時や必要時に医師に連絡できる体制を整備す
る．
③胸部エックス線写真撮影時や緊急時のマニュアルを
整備する．

④胸部エックス線検査に係る必要な機器及び設備を整
備するとともに，機器の日常点検等の管理体制を整
備する．
⑤検診に従事する診療放射線技師が必要な教育・研修
を受ける機会を確保する．
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【新旧対照表】
診療放射線技師法の改正 （施行日は平成27年4月1日，ただし改正の一部は，公布日の平成26年6月25日）

改正後 改正前

（欠格事項）
第4条　次に掲げる者には，前条の規定による免許（第20条第

2号を除き，以下「免許」という．）を与えないことがある．
（1） 心身の障害により診療放射線技師の業務（第24条の2各号
に掲げる業務を含む．同条及び第26条第2項を除き，以下同
じ．）を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定
めるもの

（2）（略）

（画像診断装置を用いた検査等の業務）
第24条の2　診療放射線技師は，第2条第2項に規定する業務
のほか，保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）
第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず，診療の補助
として，次に掲げる行為を行うことを業とすることができる．

（1）　磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うた
めの装置であって政令で定めるものを用いた検査（医師又は
歯科医師の指示の下に行うものに限る．）を行うこと．

（2）　第2条第2項に規定する業務又は前号に規定する検査に
関連する行為として厚生労働省令で定めるもの（医師又は歯
科医師の具体的な指示を受けて行うものに限る．）を行うこと．

（業務上の制限）
第26条（略）
2　診療放射線技師は，病院又は診療所以外の場所においてそ
の業務を行つてはならない．ただし，次に掲げる場合は，この
限りでない．

（1）　（略）
（2）　多数の者の健康診断を一時に行う場合において，胸部エッ
クス線検査（コンピュータ断層撮影装置を用いた検査を除く．）
その他の厚生労働省令で定める検査のため百万電子ボルト未
満のエネルギーを有するエックス線を照射するとき．

（3）　多数の者の健康診断を一時に行う場合において，医師又は
歯科医師の立会いの下に百万電子ボルト未満のエネルギーを
有するエックス線を照射するとき（前号に掲げる場合を除く）．

（欠格事項）
第4条　次に掲げる者には，前条の規定による免許（第20条第

2号を除き，以下「免許」という．）を与えないことがある．
（1） 心身の障害により診療放射線技師の業務（第24条の2に規
定する業務を含む．同条及び第26条第2項を除き，以下同じ．）
を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるも
の

（2）（略）

（画像診断装置を用いた検査の業務）
第24条の2　診療放射線技師は，第2条第2項に規定する業務の
ほか，保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）第
31条第1項及び第32条の規定にかかわらず，診療の補助とし
て，磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うた
めの装置であって政令で定めるものを用いた検査（医師又は
歯科医師の指示の下に行うものに限る．）を行うことを業とす
ることができる．

（新設）

（新設）

（業務上の制限）
第26条（略）
2　診療放射線技師は，病院又は診療所以外の場所においてそ
の業務を行つてはならない．ただし，次に掲げる場合はこの限
りでない．

（1）　（略）
（新設）

（2） 多数の者の健康診断を一時に行う場合において，医師又は
歯科医師の立会いの下に百万電子ボルト未満のエネルギーを
有するエックス線を照射するとき．

診療放射線技師法施行令の一部を改正する政令 （施行日　平成26年6月25日）

改正後 改正前

（画像診断装置）
第17条　法第24条の2の政令で定める装置は，次に掲げる装
置とする．

（1）・（2）　略

（3）眼底写真撮影装置（散瞳薬を投与した者の眼底を撮影する
ためのものを除く．）

（4）核医学診断装置

（画像診断装置）
第17条　法第24条の2の政令で定める装置は，次に掲げる装置
とする．

（1）・（2）　略

（3）眼底写真撮影装置（散瞳
どう

薬を投与した者の眼底を撮影する
ためのものを除く．）

（新設）

診療放射線技師法施行規則の改正 （施行日　平成26年6月25日）

改正後 改正前

　　　第3章　業務等

（法第26条第2項第2号の厚生労働省令で定める検査）
第15条の2　法第26条第2項第2号の厚生労働省令で定める
検査は，胸部エックス線検査（コンピュータ断層撮影装置を用
いたものを除く．）とする．

　　　第3章　照射録等

（新設）
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